
事 務 連 絡

令和６年４月 10日

関係者各位

宮崎市障がい福祉課長

（ 公 印 省 略 ）

特定障がい福祉サービス及び特定障がい児通所支援の総量規制について

平素より本市障がい福祉政策の推進につきましてご協力いただき厚く御礼申し上げます。

さて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第

123 号。以下「障害者総合支援法」といいます。）に定める「特定障がい福祉サービス」（生

活介護、就労継続支援Ａ型及び就労継続支援Ｂ型）及び児童福祉法（昭和 22 年法律第 164

号）に定める「特定障がい児通所支援」（児童発達支援、放課後等デイサービス）における

総量規制の考え方については、昨年度策定した第７期宮崎市障がい福祉計画及び第３期宮

崎市障がい児福祉計画（第７期計画）を踏まえ、下記のとおりとします。

記

１ 総量規制とは

特定障がい福祉サービス等については、適正な量を確保し、質の高いサービスを利

用者に提供するため、障がい福祉計画等において、必要なサービスの量をあらかじめ

定め、新規指定や指定の変更の申請があった場合に、必要量に既に達しているか、ま

たはその指定等によってその量を超えることになると認めるとき、その他障がい福祉

計画等の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、指定等をしないことがで

きると規定されており、このことを「総量規制」と呼びます。

２ 総量規制を実施する障がい福祉サービス等の種別

次に示す障がい福祉サービス等は既指定分の利用定員が３に示す計画値を超えてい

るため、総量規制を実施します。

（１）生活介護

（２）就労継続支援Ａ型

（３）児童発達支援

なお、共生型サービスの場合は、総量規制の対象とはなりません。



３ 利用定員数（既指定分）及び利用見込量（計画値）

◎特定障がい福祉サービス

※①の利用定員数については宮崎市・国富町・綾町の合計数になります。

※共生型生活介護、共生型児童発達支援、共生型放課後等デイサービスは除きます。

４ 就労継続支援Ｂ型について

既指定分の利用定員が３に示す計画値を超えていないため、計画値を超えるまでは

指定を行いますが、３の状況から、計画値を超える新規指定や定員増の申請があるこ

とが想定されます。

そこで、計画値を超える申請があった場合は、市の定める基準に基づいて指定を行

う事業所を選考いたします。（選考の結果、指定を行わないことがあります。）

新規指定や定員増の希望がある場合は、以下の期日までに、障がい福祉課審査給付

係に別添の事業計画書をご提出ください。

提出締切日：令和６年５月８日（水）まで

※選考にあたっての申込み様式等を後日改めて送付いたします。

５ 放課後等デイサービスについて

本サービスについては、直ちに利用定員が３に示す計画値を超えることは想定され

ませんが、新規指定等によって計画値を超える場合は、２に示すサービスと同様に総

量規制を実施します。

６ 本通知の適用日

令和６年４月以降の申請を対象とします。

サービス種別
①利用定員数 ②第７期計画見込量（利用者数） ６年度の

R6.4.1 時点 圏域計 宮崎市 国富町 綾町 ①と②の差

生活介護 1,316 1,152 1,062 70 20 ▲164

就労継続支援Ａ型 573 551 518 25 8 ▲22

就労継続支援Ｂ型 1,033 1,060 966 60 90 27

◎特定障がい児通所支援

サービス種別
①利用定員数 ②第７期計画見込量（利用者数） ６年度の

R6.4.1 時点 圏域計 宮崎市 国富町 綾町 ①と②の差

児童発達支援 391 277 248 20 9 ▲114

放課後等デイサービス 1,051 1,357 1,259 75 23 306



７ 留意事項

（１）新規指定の場合、指定の申請までに以下の項目を満たしている必要があります。

ア 「福祉関連事業所指定申請等事前確認票」により、都市計画法、建築基準法

等の関係法令に適合していることを確認できること。

イ 市の条例に定める設備に関する基準が満たされていること。

ウ 人員に関する基準を満たす配置見込みがあること。

エ 運営に関する基準を順守した適正な事業計画であること。

（２）本通知は令和７年３月１日指定分までを対象とします。（令和７年１月上旬まで

に事業計画等を提出する必要があります。）

（３）書類不備や指定基準等を満たさない場合は、申請を受け付けないことがありま

す。

（４）市以外の宮崎県東諸県圏域（国富町、綾町）での指定状況によっては、３の「６

年度の①と②の差」が変更になる場合があります。

８ 根拠法令（別紙参照）

（１）障害者総合支援法第 36 条第５項

（２）児童福祉法第 21条の５の 15第５項

【文章取扱】

〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目１番１号

宮崎市福祉部障がい福祉課 審査給付係

ＴＥＬ ０９８５-４２-６４４２



障害者総合支援法

（介護給付費又は訓練等給付費）

第29条 市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、都道府県知事

が指定する障害福祉サービス事業を行う者（以下「指定障害福祉サービス事業者」とい

う。）若しくは障害者支援施設（以下「指定障害者支援施設」という。）から当該指定に

係る障害福祉サービス（以下「指定障害福祉サービス」という。）を受けたとき、・・（略）

（指定障害福祉サービス事業者の指定）

第36条 第29条第１項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めると

ころにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及

び障害福祉サービス事業を行う事業所（以下この款において「サービス事業所」という。）

ごとに行う。

２ 就労継続支援その他の厚生労働省令で定める障害福祉サービス（以下この条及び次条

第１項において「特定障害福祉サービス」という。）に係る第29条第１項の指定障害福祉

サービス事業者の指定は、当該特定障害福祉サービスの量を定めてするものとする。

３～４（略）

５ 都道府県知事は、特定障害福祉サービスにつき第１項の申請があった場合において、

当該都道府県又は当該申請に係るサービス事業所の所在地を含む区域（第89条第２項第

２号の規定により都道府県が定める区域をいう。）における当該申請に係る種類ごとの指

定障害福祉サービスの量が、同条第１項の規定により当該都道府県が定める都道府県障

害福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定障害福祉サービス

の必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超え

ることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずる

おそれがあると認めるときは、第29条第１項の指定をしないことができる。

（指定障害福祉サービス事業者の指定の変更）

第 37 条 指定障害福祉サービス事業者は、第 29 条第１項の指定に係る特定障害福祉サービス

の量を増加しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項の指定の変更を

申請することができる。

２ 前条第３項から第５項までの規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用

する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

障害者総合支援法施行規則

（法第 36 条第２項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス）

第 34 条の 20 法第 36 条第２項に規定する厚生労働省令で定める障害福祉サービス（第 34 条

の 22 において「特定障害福祉サービス」という。）は、生活介護、就労継続支援Ａ型及び就

別紙
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労継続支援Ｂ型とする。

地方自治法施行令

（障害者の自立支援に関する事務）

第 174 条の 49 の 12 地方自治法第 252 条の 22 第１項の規定により、中核市が処理する障害者

の自立支援に関する事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

第２章第２節第３款及び第５款、第３節第１款及び第３款、第４節並びに第７節、第 78 条

第１項、第４章並びに第 93 条第２号（同項に関する部分に限る。）並びに障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第 40 条の規定により、都道府県が処理

することとされている事務・・（略）・・とする。この場合においては、次項及び第３項にお

いて特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定（前段括弧内に掲

げる事務に係る規定を除く。）は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとす

る。
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児童福祉法

（障害児通所給付費）

第 21 条の５の３ 市町村は、通所給付決定保護者が、第 21 条の５の７第８項に規定する通所給

付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者（以下

「指定障害児通所支援事業者」という。）から障害児通所支援（以下「指定通所支援」という。）

を受けたときは、当該通所給付決定保護者に対し、当該指定通所支援（同条第７項に規定す

る支給量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。）に要した費用（食事の

提供に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用（以下「通

所特定費用」という。）を除く。）について、障害児通所給付費を支給する。

（指定障害児通所支援事業者の指定）

第 21 条の５の 15 第 21 条の５の３第１項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、障

害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を

行う事業所（以下「障害児通所支援事業所」という。）ごとに行う。

② 放課後等デイサービスその他の厚生労働省令で定める障害児通所支援（以下この項及び第５

項並びに第 21 条の５の 20 第１項において「特定障害児通所支援」という。）に係る第 21 条

の５の３第１項の指定は、当該特定障害児通所支援の量を定めてするものとする。

③～④ （略）

⑤ 都道府県知事は、特定障害児通所支援につき第１項の申請があつた場合において、当該都道

府県又は当該申請に係る障害児通所支援事業所の所在地を含む区域（第 33 条の 22 第２項第

２号の規定により都道府県が定める区域をいう。）における当該申請に係る種類ごとの指定通

所支援の量が、同条第１項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害児福祉計画にお

いて定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定通所支援の必要な量に既に達している

か、又は当該申請に係る事業者の指定によつてこれを超えることになると認めるとき、その

他の当該都道府県障害児福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第 21

条の５の３第１項の指定をしないことができる。

（指定の変更の申請等）

第 21 条の５の 20 指定障害児通所支援事業者は、第 21 条の５の３第１項の指定に係る特定障

害児通所支援の量を増加しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項の

指定の変更を申請することができる。

② 第 21 条の５の 15 第３項から第５項までの規定は、前項の指定の変更の申請があつた場合に

ついて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

児童福祉法施行規則

（特定障害児通所支援）



第18条の30の２ 法第21条の５の15第２項に規定する厚生労働省令で定める障害児通所支援

は、児童発達支援及び放課後等デイサービスとする。

地方自治法施行令

（児童福祉に関する事務）

第 174 条の 49 の２ 地方自治法第 252 条の 22 第１項の規定により、同項の中核市（以下「中核

市」という。）が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令の規定

により、都道府県が処理することとされている事務（次に掲げる事務を除く。）とする。この

場合においては、次項並びに第３項において準用する第 174 条の 26 第３項、第４項、第５項

前段及び第６項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規

定（次に掲げる事務に係る規定を除く。）は、中核市に関する規定として中核市に適用がある

ものとする。（中略）


